
　

市
内
に
は
、
２
４
２
の
自
治
会

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
会
員
の
皆
さ
ん
が
心
を
通
わ
せ
、

日
常
生
活
に
密
着
し
た
諸
問
題
の

解
決
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
住
民
同
士
の
絆
づ

く
り
を
図
る
た
め
、
夏
祭
り
や
旅

行
な
ど
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、

安
全
・
安
心
で
快
適
な
生
活
環
境

を
守
る
防
災
・
防
犯
・
環
境
保
全

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

　

大
規
模
な
災
害
の
発
生
時
な

ど
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
、
日

頃
か
ら
の
近
隣
の
助
け
合
い
が
重

要
に
な
り
ま
す
。

　

自
治
会
に
未
加
入
の
方
は
、
こ

の
機
会
に
、
ぜ
ひ
ご
加
入
さ
れ
る

よ
う
お
勧
め
し
ま
す
。

◆
茂
原
市
自
治
会
長
連
合
会

―
組
織
構
成
と
役
割
―

　

市
連
合
会
は
、
各
地
区
連
合
会

加
盟
の
自
治
会
長
で
構
成
さ
れ
ま

す
。
会
の
運
営
は
、
各
地
区
連
合

会
の
会
長
お
よ
び
各
地
区
連
合
会

か
ら
推
薦
さ
れ
た
理
事
28
人
を
中

心
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

役
員
は
、
理
事
の
中
か
ら
会
長

１
人
、副
会
長
３
人
、会
計
２
人
が

選
出
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
監
事
２

人
は
理
事
以
外
の
自
治
会
長
か
ら

選
出
さ
れ
ま
す
。

◆
地
区
自
治
会
長
連
合
会

　

市
内
10
地
区
に
設
置
さ
れ
、
各

地
区
の
全
自
治
会
長
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

日
頃
の
地
域
内
の
自
治
会
活
動

に
お
け
る
共
通
課
題
の
解
決
、
地

域
内
の
交
流
・
親
睦
の
推
進
を
目

的
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で

独
自
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、6
⒇
１
６
０
０
へ
。

豊
か
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
る

茂
原
市
自
治
会
長
連
合
会
の
ご
紹
介

平成30年度
茂原市自治会長連合会役員

（敬称略）
会 長 西　條　博　光 （本納）
副 会 長 永　山　良　吉 （東郷）

中　村　　　進 （鶴枝）
齋　藤　　　樹 （高師）

会 計 古　山　正　洋 （豊田）
三　戸　康　正 （茂原）

理 事 浅　野　道　雄 （茂原）
清　澤　　　潔 （茂原）
蕨　　　雅　則 （茂原）
齋　藤　武　好 （茂原）
三　橋　信　康 （茂原）
松　本　光　男 （高師）
河　野　眞　英 （東郷）
髙　橋　治　男 （東郷）
麻　生　忠　雄 （東郷）
岡　澤　孝　夫 （豊田）
浦　野　　　猛 （二宮）
岩名地　良　一 （二宮）
澤　本　和　男 （五郷）
金　坂　重　美 （五郷）
中　村　政　春 （五郷）
小　林　洋　一 （鶴枝）
髙　森　　　照 （鶴枝）
中　田　和　明 （本納）
北　田　　　茂 （新治）
石　井　　　實 （新治）
野　口　泰　宏 （豊岡）
鈴　木　三　男 （豊岡）

監 事 伊　藤　裕　康 （高師）
嶋　崎　義　光 （東郷）

市民バスとデマンド交通をぜひご利用ください！
　市では、市民バス「モバス」とデマンド交通「ふれあい」を運行しています。お買い物やお出かけ
の際にはぜひご利用ください。
■市民バス「モバス」
・モバりんカラーのノンステップバスで、平日毎日（休日、年末年始を除く）運行
・�市内の各駅や公共施設などをつなぐ循環バスで、北部、東部、南部（鶴枝）、南部（五郷）の４コー
スで市内を運行
・利用運賃は200円（小学生・障害者等は100円）
■デマンド交通「ふれあい」
・�自宅や市内北西部（運行エリア）内の病院・商業施設等の乗降場所まで送迎
・�事前に利用登録が必要（※１）
・�運行エリア外となる本納・豊岡地区に居住している方でも、
エリア外利用登録（※２）により利用が可能
・利用運賃は400円（小学生・障害者等は200円）
（※１）運行エリアに居住している方が対象
（※２）自宅を乗降場所には設定できません
　詳細は、都市計画課ウェブページや『茂原市交通マップ』［平成29年10月２日改正版］をご覧く
ださい。（市内の各公共施設等へ設置）

お問い合わせは、都市計画課（８階）☎︎（20）１５４６、6（20）１６０６へ。

▲自治会長連合会の定期総会
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